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● 年金の繰り上げ受給について（年金機構 HP 抜粋） 
 

老齢基礎・厚生年金は、原則として 65 歳から受け取ることができますが、希望すれ

ば 60 歳から 65 歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰

上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。 
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。 

＜繰り上げによる減額＞ 
繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額（振替加算額を除く）および

老齢厚生年金の額（加給年金額を除く）に、下記の減額率を乗じることにより計算し

ます。 0.4% × 繰上げ請求月から 65 歳に達する日の前月までの月数 ＝ 減額率 
※2 昭和 37 年 4 月 1 日以前生まれの方の減額率は、0.5%（最大 30％）となります。 

※これから 3 つの事例を上げますが、個々の条件により年金額の支給停止や加算、法

改正により変動があるため大まかな目安となります。 
 ＜受給額の事例 1（60 歳時点）＞ 
◎老齢基礎年金が満額受給（令和 7 年度は年額 831,700 円） 
◎平均標準報酬額 26 万円（月収 25 万円）で社会保険の加入期間 20 年 

（2005 年 4 月～2025 年 3 月まで加入） 
◎60 歳 0 カ月で請求した場合 

831,700 円＋（250,000 円×5.481÷1,000×240 カ月）＝1,160,560 円 
1,160,560 円×24%＝278,534 円（1 年間で減額される額） 
1,160,560 円 - 278,534 円 ＝ 882,026 円（年間の受給金額） 

♦年金の繰り上げ受給について → 受給額の事例 1，2 
♦年金の繰り下げ受給について → 受給額の事例 3  
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＜60 歳以降も引続き社会保険に加入し、70 歳まで掛けていたケース＞ 
 左記のケースの様に 60 歳に繰り上げ受給した場合は 24％減額されますが、引続き

社会保険に加入した場合は厚生年金の金額を増やすことができます。それ以降は掛け

た加入月だけ最大 70 歳まで加算されます。 
65 歳以降は前年 9 月から当年 8 月までの厚生年金保険加入期間を反映して、年金額を

毎年 10 月分（12 月受取分）から改定する仕組みです。これを在職時改定といいま

す。 
＜受給額の事例 2（70 歳時点）＞ 
◎事例 1 の条件から更に 10 年間社会保険に加入した場合 

 250,000 円×5.481÷1,000×120 カ月＝164,430 円 
 882,026 円＋164,430 円＝1,046,456 円（年間の受給金額） 
 

● 年金の繰り下げ受給について（年金機構 HP 抜粋） 
 
老齢基礎（厚生）年金は、65 歳で受け取らずに 66 歳以後 75

歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができま

す。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は

一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々

に繰り下げすることができます。 
＜繰り下げによる増額＞ 
繰り下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額（振替加算額を除く）およ

び老齢厚生年金の額（加給年金額を除く）に下記の増額率を乗じることにより計算し

ます。ただし、65 歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70 歳以後

に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度に

より支給停止される額は増額の対象になりません。 
0.7% × 65 歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数 ＝ 増額率 

※1 昭和 27 年 4 月 1 日以前生まれの方（または平成 29 年 3 月 31 日以前に老齢基礎（厚生）年

金を受け取る権利が発生している方）は、繰下げの上限年齢が 70 歳（権利が発生してから 5 年

後）までとなりますので、増額率は最大で 42％となります。 

＜受給額の事例 3（75 歳時点）＞ 
◎75 歳 0 カ月で請求した場合（事例 1 と同様の条件） 

 831,700 円＋（250,000 円×5.481÷1,000×240 カ月）＝1,160,560 円 
 1,160,560 円×84%＝974,870 円（1 年間で増額される額） 
 1,160,560 円 ＋ 974,870 円 ＝ 2,135,430 円（年間の受給金額） 
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